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　通知書
　私、山田太郎は、貴殿に対し記１の物件につき敷金若しくは保証金の目的で金銭を預けておりましたが、契約が終了し物件の引渡しが終わりましたので敷金の全額金二十四万円を記２の銀行口座にお振込み頂きますよう請求いたします。
　なお、本書面到達後七日間以内にお支払い頂けない場合には、訴訟その他の法的手続きをとらざるを得なくなりますので、ご了承ください。
　　　　　　　　記１
一、賃貸物件
東京都文京区大塚一丁目二番三―四〇五号
鉄筋鉄骨コンクリート造
十二階建四階の内四〇五号室
二、賃料
壱ヶ月　金十二万円　管理費別
三、敷金　金二十四万円
記２
一、振込口座
　渋谷銀行文京支店
　普通預金　一二三四五六七
　山田　太郎（ヤマダ　タロウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　平成二一年十月二十一日
　通知人
　　東京都文京区大塚二丁目三番四号
　　山田　太郎
　被通知人
　　東京都渋谷区代々木三丁目四番五―六〇三号
高田　健一　殿　　
